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小 山スポエ ツ広場 に係 る損害賠償等請 求事件 の和解 につ いて

下記 の とお り和解 をす る。

記

1 訴訟 当事者

1審原告 町 田市森 野 二 丁 目 2番 22号

町 田市

代 表 者 市長  石 阪  丈 一

1審 被告

1審被告

2 和解の内容           ｀         「

(1) 1審原告町田市は、1審被告    に対し.土逝使用貸借契約

に基づ く原 状 回復義務 の履行 に代 えて、 2, 350万 円を支払 う。
|

(2) ュ審被告     は、 1審 原告 田丁田市 に姑 し、土地使 用貸借契約

:  に基づ く原 状 回復義務 を免 除す る。   (

(3) 1審 原告 町 田市 は、 1審被 告     1こ 対 し、遅 くとも令和 3年

3月 31日 までに、次 の工事 を行 うこ とを約束す る。

ア 適切な防球ネ ッ トを設置する。

イ 別紙図面記載の斜線部分について、農道 として使用できるよう

復元す る。      !             ´

「  ウ 別紙図面記載のライ ト1の 向きを変更 し、ライ ト2を 撤去する。



3 事 件 の概 要

小 山 ス ポ ー ツ広 場 の地 権 者 の一 人 で あ る    か らの土 地 返 還 要 求 に

よ り、     との 土 地使 用 貸 借 契 約 の終 了 に基 づ く原 状 回復 義 務 を履 行

す るた め 、 町 田市 は 、 2013年 4月 8日 に小 山 ス ポ ー ツ広 場 用 地 改修 工

事 請 負 契約 を請 負 業 者 と締 結 し工事 を開始 した。

しか し、    とそ の子 で あ る    (以 下 あ わせ て 「  ら」 とい

う。 )か ら施 工 方 法 等 に 関す る過 剰 な要 求 を受 け 、 工 事 は 中断 した。 そ の

後 も  ら との協 議 を続 け た が 、最 終 的 に市 は 、 工 事 継 続 の見 込 み は な い

と判 断 し、請 負 業 者 との協 議 に よ り契 約 解 除 に至 っ た。

契 約 解 除 に伴 い 、 町 田市 は 、請 負 業 者 に対 して 工 事 の準備 等 に要 した 費

用 を損 害 と して賠 償 す る こ とに な つ た。 町 田市 が 支 払 った損 害 賠 償 金 相 当

額 1, 071万 円 の賠 償 に つ い て 、 町 田市 は 、 契 約 解 除 の原 因 者 で あ る

らに対 して 、 2014年 8月 28日 に損 害 賠 償 等 を求 めて提 訴 した。

一 方 、「    は 、 町 田市 に姑 して 、 自身 が 主 張 す る内容 の原 状 回復 工

事 を求 めて 、 2015年 10月 27日 に原 状 回復 反 訴 請 求 を提 訴 した。

東 京 地 方 裁 判 所 立 川 支 部 に て 審 議 が 進 め られ た が 折 り合 い が つ か ず 、

2019年 1月 24日 に 「  らは 町 田市 に 1, 071万 円 を支 払 え」

「町 田市 は 2013年 4月 8日 に請 負 業者 と契 約 締 結 した とお りの改修 工

事 をせ よ」 との判 決 が 出 され た 6

双 方 とも控 訴 し、東 京 高 等 裁 判 所 に て審 議 が進 め られ た が 、裁 判 所 か ら

和 解 勧 告 が あ り、 2019年 8月 9日 付 けで前 記 の とお りの和 解 案 が提 示

され た た め 、 これ に従 って 和解 に よ る解 決 を図 る。

なお 、 町 田市 が     に対 して支 払 うこ とに な る 2, 350万 円 は 、

所 有 地 の原 状 回復 工 事 費 用 か ら、  らの 市 に対 す る損 害賠 償 額

で あ る 1, 071万 円 を差 し引 い た もの で あ る。
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